
美郷町における令和６年
９月分の児童手当（特例
給付）の受給者である

★児童手当手続確認フローチャート（生計中心者が公務員の場合や、他市町村から児童手当（特例給付）を受給している場合を除く。）

所得超過で支給対象外である

高校生年代のみの児童を養育
している、又は、高校生年代
と大学生年代の子どもを養育
している

大学生年代のみの子どもを養
育している

高校生年代(※１)
の児童を養育して
いる

大学生年代(※２)の
子どもがいて、中学
生までの児童と合わ
せて３人以上養育し
ている

大学生年代(※２)の
子どもを養育してい
る

高校生年代までの児童と、
大学生年代の子どもを合わ
せて３人以上養育している

高校生年代の児童分の
児童手当（特例給付）
をその児童が15歳の年
度末に到達するまで、美
郷町から受給していた

高校生年代の児童が
15歳の年度末から住
民票を異動していな
い

※１ 平成18(2006)年4月2日から
   平成21(2009)年4月1日までに生まれた児童

※２ 平成14(2002)年４月２日から
   平成18(2006)年４月１日までに生まれた子ども

次のページで該当のアルファベットの手続き内容を確認してください。どれにも該当しない場合は、町民生活課までお問い合わせください。
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に該当する方は、手続不要です。
高校生年代の児童がいる場合および児童が３人以上いる場合は、職権で額改定（増額）します。

に該当する方は、手続きが必要です。以下の書類を提出してください。
・児童手当額改定認定請求書
・別居監護申立書（高校生年代までの児童と別居している場合のみ必要。）

に該当する方は、手続きが必要です。以下の書類を提出してください。
・児童手当額改定認定請求書
・監護相当・生計費の負担についての確認書（大学生年代の子どもについて記入し、提出が必要。）
【高校生年代の児童を養育している方】
その児童の児童手当（特例給付）を、その児童が15歳の年度末に到達するまで美郷町から受給していなかった場合や受
給していたがその児童が15歳の年度末の時点から住民票の異動をした場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。

に該当する方は、手続きが必要です。以下を確認し、該当する書類を提出してください。
【高校生年代までの児童を養育している方、高校生年代までの児童と大学生年代の子どもをどちらも養育していて、合 
 計人数が２人以下となる方】
 ・児童手当認定請求書
 ・別居監護申立書（高校生年代までの児童と別居している場合のみ必要。大学生年代までの子どもと別居している場
  合は不要。）
【高校生年代までの児童と大学生年代までの子どもをどちらも養育していて、合計人数が３人以上となる方】
 ・児童手当認定請求書
 ・別居監護申立書（高校生年代までの児童と別居している場合のみ必要。大学生年代までの子どもと別居している場
  合は不要。）
 ・監護相当・生計費の負担についての確認書（大学生年代の子どもについて記入し、提出が必要。）

※別居監護申立書には「児童の住民票」の添付が必要です。


